
　令和6年12月2日から保険証（組合員証及び被扶養者証）の交付は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
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移行後の医療機関等の受診方法は以下のとおりです。

令和6年12月2日以降の医療機関等受診方法

用語（参考：厚生労働省ホームページ）

「マイナ保険証」…健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

「マイナポータル」…マイナンバーカードを活用して行政手続きなどができる行政が運営するオンラインサービス（https://myna.go.jp/)

「資格確認書」…マイナ保険証を保有していない方全てに交付。医療機関等の窓口でご提示いただくことで、これまでどおり保険診療を受けることができます。

マイナ保険証

① マイナ保険証 ＋ マイナポータルの資格情報画面

② マイナ保険証 ＋ 資格情報のお知らせ

マイナ保険証が使用できない医療機関等で受診するとき

R6.12

①か②のどちらかの方法で受診することができます。

資格確認書
（ハガキ型）

保険証
（R6.12.2以降交付終了）

令和7年12月1日以降は利用不可

・新規資格取得時に申請することで発行

・マイナ保険証をお持ちでない方を対象に共済組合が

保険証の経過措置が終了する令和7年12月1日までに送付予定

公立学校共済組合宮城支部 給付班

電話 022-211-3676

「医療保険の資格情報」のPDF

データ又はプリントアウトした

ものを提示

＋

スマートフォンの

健康保険証画面を提示

または

＋

A4サイズ・普通紙

加入する健康保険の資格情報をお知ら

せするものです。共済組合の各種申請

に必要な、組合員番号等もご確認いた

だけます。

マイナ保険証が使用

できる医療機関等で

受診するとき


